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全 員 協 議 会 資 料 
令和４年(2022)９月２８日 
消 防 本 部 警 防 課 

 

「出雲市消防団改革推進委員会」の進捗状況について 

 

 出雲市消防団の改革推進に必要な計画の立案及び消防団を取り巻く諸課題の解決に

向けた検討を行うため、令和３年８月４日（水）に設置した出雲市消防団改革推進委員

会（以下「委員会」という。）の進捗状況について、下記のとおり報告します。 

 

１．開催状況 
 

会議 開催日 会場 主な内容（議題） 

第１回 令和 3年 8月 4日(水) 庁議室 
・委嘱状交付 ・諮問書の交付 
・委員会の目的と検討事項について 
・出雲市消防団の現況について 

第２回 令和 3年 9月 28日(火) 消防本部 ・消防団員の適正な報酬・手当について 

第３回 令和 3年 11月 11日(木) 消防本部 
・消防団員の適正な報酬・手当について 
・中間答申(案)について 
・消防団組織の将来のあり方について 

第４回 令和 4年 3月 15日(火) 消防本部 ・消防団組織の将来のあり方について 

第５回 令和 4年 5月 26日(木) 消防本部 ・消防団組織の将来のあり方について 

第６回 令和 4年 7月 28日(木) 消防本部 ・消防団組織の将来のあり方について 

 

２．進捗状況 

   第６回の委員会において、出雲市消防団の組織を次の方針に従い再編する方向

で意見が取りまとめられた。 

(1) 組織の構成について 

   出雲市消防団を次の３つの団員をもって構成する。 

  ア 火災をはじめ、すべての災害に出場する団員 

  イ 地震・風水害等の大規模災害に出場する団員 

  ウ 機能別団員 

 （理 由） 

  ・団員のサラリーマン化により、火災への即時対応が困難 

  ・常備消防の強化により、火災時の消防団の役割は、初期消火対応から常備消防 

の活動支援へと変化 

  ・風水害等の大規模災害や地震災害時にはマンパワーが必要 

  ・女性団員や外国人団員などの機能別団員の導入を検討することが必要 
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(2) 定員について 

   出雲市消防団の定員を次の方針に従って再編する。 

ア 火災をはじめ、すべての災害に出場する団員 

     一定の基準を設け見直しを行う。 

ただし、地域の実情や特性、人口実態に配慮が必要。 

イ 地震・風水害等の大規模災害に出場する団員 

      火災をはじめ、すべての災害に出場する団員とは別に、大規模災害に対 

     応する消防団員を編成する。 

   ウ 機能別団員 

      詳細について、次回の委員会において引き続き検討する。 

 

   (3) 応援体制の確保について 

   ア 災害の発生状況や規模に応じ、当該分団だけでなく、隣接分団も出場し活 

動する体制（以下、「相互応援体制」という。）を確保する。 

    イ 相互応援体制を整えるため、隣接する分団及び方面隊で合同訓練・研修等 

を実施する。 

 

３．今後の予定 

   委員会には、次の事項について引き続き検討していただき、本年度中に最終答

申いただく予定である。 
 

消防団組織の将来のあり方について 

 ・機能別消防団員（詳細） 

消防団員確保等に関すること 

 

・団員の負担軽減 

・魅力的な団活動 

・雇用者、地域の理解・協力 

・戦略的広報活動 

 

４．参考（中間答申の概要） 

   委員会では、市長の諮問事項にある「消防団員確保等に関すること」のうち、

消防団員の報酬・手当等に関する改善について最優先に検討され、令和３年１１

月２９日に中間答申を市長に提出された。 

  【市長諮問事項】 

  (1) 消防団員確保等に関すること 

    (2) 消防団組織の将来のあり方について 
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出雲市消防団組織図

(定員1,841人）
１５方面隊 ４８分団 １３０部 定員

組織図

（R4．４．１現在）

※方面隊長は副団長級

消防団長
副団長 今市分団 ２部 27

大津分団 ２部 29
副団長 出雲中部方面隊

　・伝令部長 塩冶分団 ３部 36
　・方面隊長

　・女性部 副団長 古志分団 ２部 29
　・伝令部長

副団長 四絡分団 ２部 27

高浜分団 ２部 27
副団長 出雲北部方面隊

川跡分団 ２部 32
　・方面隊長

副団長 鳶巣分団 ２部 29
　・伝令部長

上津分団 ３部 39

稗原分団 ３部 39
出雲南部方面隊

朝山分団 ３部 39
　・方面隊長

乙立分団 ２部 25
　・伝令部長

高松分団 ２部 33

神門分団 ２部 32
出雲西部方面隊

神西分団 ２部 32
　・方面隊長

長浜分団 ３部 39
　・伝令部長

平田分団 ２部 27

平田第１方面隊 久多美分団 3部 39

　・方面隊長 佐香分団 ３部 33

　・伝令部長
灘分分団 ３部 45

平田第２方面隊
国富分団 3部 41

　・方面隊長

　・伝令部長 西田分団 ３部 33

平田第３方面隊 鰐淵分団 ３部 33

　・方面隊長 北浜分団 4部 51

　・伝令部長
檜山分団 ３部 33

平田第４方面隊 東分団 ３部 48

　・方面隊長 伊野分団 ３部 39

　・伝令部長

西須佐分団 ３部 48

東須佐分団 ３部 39
佐田方面隊

八幡東分団 ３部 39
　・方面隊長

窪田分団 ３部 39
　・伝令部長

久村分団 ２部 27

多伎方面隊 小田多岐分団 ３部 39

　・方面隊長 田儀分団 ３部 48

　・伝令部長

湖陵西分団 ３部 48
湖陵方面隊

湖陵南分団 ３部 48
　・方面隊長

　・伝令部長
杵築分団 ４部 51

大社神海方面隊 日御碕分団 ３部 39

　・方面隊長 鵜鷺分団 ２部 33

　・伝令部長
荒木分団 ３部 48

大社浜山方面隊
遙堪分団 ３部 48

　・方面隊長

4部 51

　・伝令部長
荘原北分団 ２部 27

斐川東部方面隊 荘原南分団 ２部 27

27
　・方面隊長

久木分団 2部

　・方面隊長 出東分団 ４部 51

　・伝令部長
出西阿宮分団

27
　・伝令部長

団本部　62人(定員) 分団　1,779人(定員）

伊波野分団 3部 39
斐川西部方面隊

直江分団 2部
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「出雲市消防団改革推進委員会」中間答申の概要 

適正な報酬・手当について、中間答申の概要は下記のとおりです。 

  記 

１．年額報酬について 

   現行 

階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 

年額報酬(円) 70,000 50,000 38,000 29,000 25,000 22,000 17,500 

  答申 ↓ 

階級 団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 

年額報酬(円) 80,000 65,000 50,000 43,000 40,000 37,000 36,500 

２．消防団員の出場手当について 

⑴ 本市消防団の出場手当の位置付けを、「費用弁償」から「報酬」に改める。

⑵ 出場報酬について

現行 

消火活動 火災現場における警戒 訓 練 その他 

1回 4時間  3,700円 
以後 4時間毎に回数加算 

1回 8時間  3,700円 
以後 8時間毎に回数加算 

1回 
3,700円 

1回 
3,700円 

   答申   ↓ 

災害（水火災及び地震等）に関する出場 訓 練 その他 

火災現場における警戒、 
火災原因調査、捜索 1日当たり 

3,700円 

1日当たり 

3,700円 
8時間まで  8,000円 
以後 4時間毎に 

4,000円を加算 

4時間まで  4,000円 
以後 4時間毎に 

4,000円を加算 

３．報酬等の支給方法について 

   消防団員個人に対し、市から直接支給すべきである。 

４．消防団の運営に必要な経費について 

 市において適切に予算措置することが適当である。 

５．報酬額改定等の時期について 

⑴ 年額報酬額及び出場報酬額改定の時期について

  組織再編の方向性が明らかになった上で早急に実施されたい。 

⑵ 報酬等の直接支給及び消防団の運営費予算措置の実施時期について

  直ちに実施されたい。 

資料２
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６．その他 

 ⑴ 委員会の開催状況 
 

会議 開催日 会場 主な内容（議題） 

第 1回 令和 3年 8月 4日(水) 庁議室 

委嘱状交付 

諮問書の交付 

委員会の目的と検討事項について 

出雲市消防団の現況について 

第 2回 令和 3年 9月 28日(火) 消防本部 消防団員の適正な報酬・手当について 

第 3回 令和 3年 11月 11日(木) 消防本部 

消防団員の適正な報酬・手当について 

中間答申(案)について 

消防団組織の将来のあり方について 

 

⑵ 今後の予定 

    消防団員の報酬・手当の改善以外にも、以下のとおり検討いただく重要な課題

がある。このため、委員会においては、これらのことについて引き続き検討さ

れ、令和４年度末を目途に答申いただく予定である。 
 

消防団組織の将来のあり方について 

 
・地域防災力を考慮した組織再編 

・機能別消防団員、外国人消防団員、学生消防団員の創設と女性消防団員の拡充 

消防団員確保等に関すること 

 

・団員の負担軽減 

・魅力的な団活動 

・雇用者、地域の理解・協力 

・戦略的広報活動 

 

 




